
第２期矢巾町成年後見制度利用促進基本計画 意見公募(パブリックコメント)の 

実施結果について 

 

１ パブリックコメントの実施結果 

（１）期間 

   令和６年１月１9日(金)～２月 20日(火)まで 

 

（２）実施方法 

  ①計画案の閲覧場所 

  ・町ホームページ 

  ・役場健康長寿課及び福祉課窓口 

  ②周知方法 

  ・町ホームページ 

  ・広報やはば２月号 

 

（３）意見提出数  

提出数 １通（FAX１通）１件 

  

（４）提出意見及び対応について 

   反映 １件、参考 ０件 

  該当項目 ご意見の内容 町の考え方 反映状況 
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編 

市民後見人 

弁護士や司法書士などの資格は

もとないものの社会貢献や倫理

観が高い 

→資格はないものの社会 

 

資格はもたないものの に修正

いたしました。ご指摘をありが

とうございました。 

一部反

映 

 

※パブリックコメントでいただきましたご意見を反映させ、令和６年３月 26日開催の矢巾町成年

後見制度利用促進審議会において、内容を再検討し、別添のとおり、計画策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 


